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258

時
間
の
比
較
政
治
学
――
合
意
形
成
の
ジ
レ
ン
マ
（
二
）

松　

尾　

秀　

哉

は
じ
め
に

本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
以
降
に
生
じ
た
「
ベ
ル
ギ
ー
分
裂
危
機
」
の
要
因
を
、
政
権
形
成
に
注
目
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る

試
み
で
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
は
、
二
〇
〇
七
年
六
月
の
総
選
挙
後
、
政
権
形
成
交
渉
に
多
く
の
時
間
を
費
や
し
た
。
こ
れ
は
ベ
ル
ギ
ー
が
戦
後

一
貫
し
て
抱
え
て
き
た
フ
ラ
マ
ン
民
族
と
ワ
ロ
ン
民
族
の
対
立
に
よ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
は
主
と
し
て
フ
ラ
マ
ン
（
ゲ
ル
マ
ン
系
。
オ
ラ
ン
ダ
語

を
話
す
）
と
ワ
ロ
ン
（
ラ
テ
ン
系
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
す
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
人
口
も
多
く
経
済
的
に
豊
か
な
フ
ラ
マ
ン
諸
政
党
が

経
済
的
、
政
治
的
自
立
を
求
め
、
ワ
ロ
ン
の
政
党
が
そ
れ
を
拒
絶
し
た
た
め
に
な
か
な
か
政
策
合
意
に
至
ら
ず
、
政
権
成
立
ま
で
に
多
く
の

時
間
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
、
ベ
ル
ギ
ー
の
マ
ス
コ
ミ
、
有
識
者
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
市
民
レ
ベ
ル
で
「
ひ
と
つ
の
ベ
ル
ギ
ー
は
不

要
で
あ
る
」「
フ
ラ
マ
ン
は
独
立
す
べ
き
だ
」
な
ど
の
言
説
が
流
布
し
、
国
際
的
に
も
ベ
ル
ギ
ー
は
分
裂
す
る
の
か
と
注
目
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
「
分
裂
危
機
」
は
、
も
ち
ろ
ん
フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
の
対
立
の
引
き
金
と
な
っ
た
社
会
的
、
政
治
的
背
景
の
歴
史
を
精
査

す
る
こ
と
を
欠
い
て
そ
の
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
松
尾
二
〇
一
〇
a
、
二
〇
一
〇

c
、
二
〇
一
〇
d
）。
し
か
し
、
ベ
ル
ギ
ー
の
「
民
族
対
立
」
が
「
分
裂
危
機
」
に
ま
で
発
展
し
た
要
因
の
一
つ
に
、
前
回
指
摘
し
た
よ
う
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259 時間の比較政治学̶̶ 合意形成のジレンマ（2）

に
、
二
〇
〇
七
年
六
月
の
総
選
挙
後
の
政
権
形
成
に
、
あ
ま
り
に
多
く
の
時
間
を
費
や
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
（
松
尾　

二
〇
一
〇
b
）。
交
渉
が
長
期
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
政
権
が
選
挙
後
二
〇
〇
日
を
超
え
て
も
成
立
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
ベ

ル
ギ
ー
を
維
持
す
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
意
識
が
マ
ス
コ
ミ
や
市
民
の
間
で
高
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
政
権
形
成
に
要
し
た

「
時
間
」
と
、
そ
の
後
の
政
局
の
安
定
の
度
合
い
と
の
関
係
を
、
他
の
西
欧
諸
国
（
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
）
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一

般
化
し
、
か
つ
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
ベ
ル
ギ
ー
政
治
の
特
殊
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
が
こ
の
試
み
で
あ
る
。

前
回
は
、
作
業
仮
説
と
分
析
枠
組
を
設
定
し
た
が
、
そ
こ
で
提
示
し
た
作
業
上
の
問
い
は
、

（
問
一
）
政
権
形
成
交
渉
の
時
間
は
何
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
、

（
問
二
）
政
権
形
成
に
要
し
た
時
間
と
、
そ
の
後
の
政
治
的
安
定
の
度
合
い
に
な
ん
ら
か
の
関
係
が
見
出
し
う
る
か
、

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
政
権
形
成
に
要
す
る
「
時
間
」
を
決
定
す
る
条
件
と
し
て
、
連
合
形
成
研
究
の
蓄
積
に
基
づ
い
て
以
下
の
条
件
を
設
定

し
た
。

（
一
） 

分
権
的
、
す
な
わ
ち
連
邦
制
か
否
か
。

（
二
） 

政
権
交
渉
手
続
き
の
ル
ー
ル
、
特
に
信
任
投
票
の
有
無
。

（
三
） 

元
首
の
政
治
的
役
割
。
す
な
わ
ち
国
家
元
首
（
国
王
、
大
統
領
を
問
わ
ず
）
が
現
実
の
政
治
に
ど
の
程
度
介
入
し
、
実
効
力
を
有

す
る
か
。

（
四
） 

政
党
シ
ス
テ
ム
の
破
片
化
の
程
度
。

以
上
の
四
つ
の
条
件
を
、
事
例
ご
と
に
整
理
し
た
の
が
、
前
稿
（
松
尾　

二
〇
一
〇
b
）
で
も
記
し
た
以
下
の
表
1
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
前
提
に
、
本
稿
で
は
、
第
一
の
問
い
、
す
な
わ
ち
「
政
権
形
成
交
渉
の
時
間
は
何
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
」
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
は
、
問
題
と
し
て
い
る
二
〇
〇
七
年
の
総
選
挙
後
、
二
〇
一
〇
年
六
月
に
再
び
国
政
総
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
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260

し
か
し
、
執
筆
時
点
（
二
〇
一
一
年
一
月
）
で
や
は
り
政
権
形
成
交
渉
は
難
航
し

て
お
り
、
既
に
政
治
的
空
白
は
二
四
〇
日
を
超
え
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
（
政
治

的
空
白
の
史
上
最
長
）。
こ
こ
で
扱
う
事
例
が
た
ん
に
一
過
性
の
も
の
で
は
な
い

こ
と
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
ベ
ル
ギ
ー
政
治
の
本
質

を
明
ら
か
に
す
る
だ
ろ
う
こ
と
を
補
足
し
て
お
く
。

一　

政
権
形
成
の
時
間
を
決
定
す
る
要
因

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
事
例
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
第
一
次
フ
ィ
ヨ
ン
政
権
、
ド
イ
ツ

の
第
一
次
メ
ル
ケ
ル
政
権
、
そ
し
て
ベ
ル
ギ
ー
の
第
一
次
ル
テ
ル
ム
政
権
で
あ

る
。
そ
の
形
成
に
要
し
た
時
間
は
、
順
に
二
日
、
約
六
〇
日
、
約
二
〇
〇
日
で
あ

る
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
時
間
の
相
違
が
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
順

に
見
て
い
き
た
い
。

一
︱
一　
フ
ラ
ン
ス

フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
問
い
は
「
ど
う
し
て
政
権
形
成
に
時
間
を
要
す
る
の
か
」

で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
ど
う
し
て
短
時
間
で
決
定
で
き
る
の
か
」
が
問
わ
れ
な
け

国 ベルギー ドイツ フランス

対象政権 ルテルム メルケル フィヨン

政治制度

連邦制か ○ ○ ×

信任投票 要 不要 不要

元首 国王（中） 大統領（弱） 半大統領（強）

破片化 強 弱 中

政権形成の日数 200日 60日 2日

表1　三国の政治制度と政権形成日数
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261 時間の比較政治学̶̶ 合意形成のジレンマ（2）

れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
各
条
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

（
一
） 

分
権
的
、
す
な
わ
ち
連
邦
制
か
否
か
。
フ
ラ
ン
ス
、
特
に
第
五
共
和
制
に
お
い
て
は
、
共
和
制
を
採
っ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、

大
統
領
権
限
が
強
く
、
他
の
二
国
と
比
べ
て
相
対
的
に
中
央
集
権
的
で
あ
る
。

（
二
） 
政
権
交
渉
手
続
き
の
ル
ー
ル
。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
政
権
形
成
は
選
挙
結
果
に
左
右
さ
れ
る
）
1
（

。

（
三
） 

元
首
の
政
治
的
役
割
。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
大
統
領
が
実
質
的
な
首
相
の
任
命
権
を
有
す
る
。
こ
れ
は
他
の
二
国
に
は
見
ら
れ
な

い
特
徴
で
あ
る
。

（
四
） 

政
党
シ
ス
テ
ム
の
破
片
化
の
程
度
。
多
党
制
の
場
合
、
そ
の
政
党
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
連
立
組
み
合
わ
せ
の
選
択
肢
が
増

え
、
合
意
形
成
は
時
間
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
〇
七
年
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ィ
ヨ
ン
が
首
相
と
な
っ
た
と
き
の
議
会

（
下
院
）
の
政
党
配
置
を
表
2
に
示
す
。

特
徴
的
な
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
議
会
の
破
片
化
の
程
度
は
相
対
的
に
高
い
こ
と
、
加
え
て
大
統
領
権
限
が
強
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

前
者
は
「
時
間
」
を
必
要
と
す
る
方
向
へ
、
後
者
は
必
要
と
し
な
い
方
向
へ
作
用
す
る
。

こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
先
の
四
つ
の
条
件
の
う
ち
、
二
つ
の
条
件
が
フ
ラ
ン
ス
政
権
形
成
の
「
時
間
」
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
理

解
で
き
る
。
第
一
に
制
度
上
、
相
対
的
に
中
央
集
権
的
で
あ
る
こ
と
（
条
件
㈠
）、
第
二
に
大
統
領
の
任
命
権
が
あ
る
こ
と
（
条
件
㈢
）、
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
の
特
徴
で
あ
る
「
大
統
領
の
権
限
強
化
」
と
い
う
点
に
集
約
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
（
第
五
共
和
国
）
憲
法
第
八
条
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
大
統
領
は
首
相
を
任
命
し
、
さ
ら
に
首
相
の
推
薦
の
も
と
で

他
の
閣
僚
を
任
命
す
る
（
阿
部
・
畑
編　

二
〇
〇
九
）。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
四
共
和
国
憲
法
の
も
と
で
小
党
が
分
立
し
て
不

安
定
な
政
府
が
連
続
し
た
た
め
、
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
ゴ
ー
ル
は
、
大
幅
に
大
統
領
権
限
を
強
化
し
た
第
五
共
和
国
憲
法
を
採
用
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
形
式
的
・
儀
礼
的
な
権
限
し
か
持
た
な
か
っ
た
大
統
領
が
、
議
会
解
散
権
・
閣
僚
任
免
権
・
条
約
批
准
権
な
ど
大
幅
な
権
限
を
有
す
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る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
権

形
成
は
大
統
領
に
負
う
。
フ
ラ
ン
ス
政
治
（
研
究
者
）
に

と
っ
て
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
は
、
誰
が
首
相
に
な
る
か
よ
り

も
、
誰
が
大
統
領
に
な
る
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
強
い
大
統

領
権
限
に
よ
っ
て
、
議
会
の
破
片
化
が
進
ん
で
い
た
と
し

て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
権
形
成
過
程
は
「
時
間
」
を
要
し

な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
個
別
の
事
例
と
し
て
考
え
た
と
き
、
な
ぜ
サ

ル
コ
ジ
が
フ
ィ
ヨ
ン
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
点
に
言
及

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
フ
ィ
ヨ
ン
は
一
九
八
一

年
、
二
七
歳
で
下
院
に
史
上
最
年
少
で
初
当
選
後
、
一
九 

九
三
年
に
バ
ラ
デ
ュ
ー
ル
内
閣
で
の
フ
ラ
ン
ス
高
等
教

育
・
研
究
大
臣
と
し
て
入
閣
す
る
。
こ
の
と
き
彼
を
推

し
た
の
が
シ
ラ
ク
と
一
時
対
立
し
て
い
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

セ
ガ
ン
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
そ
の
シ
ラ
ク
の

U
M
P
設
立
に
協
力
し
、
一
九
九
五
年
か
ら
は
ジ
ュ
ペ

内
閣
で
環
境
・
開
発
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
運
輸
相
、
そ
し
て

郵
政
相
に
任
命
さ
れ
る
。 

ま
た
二
〇
〇
二
年
の
選
挙
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
の
参
謀
と
し
て
尽
力
し
、
ジ
ャ
ン
＝

ピ
エ
ー

正式名称 議席

大統領多数派連合

国民運動連合 313

新中道 22

その他右派 9

フランスのための運動 1

左派連合

社会党 186

フランス共産党 15

その他左翼 15

左翼急進党 7

緑の党 4

民主運動 3

地域主義者 1

その他 1

表2　2007年のフランス議会

出典：Official Voting Results: Ministry of the Interior.
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263 時間の比較政治学̶̶ 合意形成のジレンマ（2）

ル
・
ラ
フ
ァ
ラ
ン
内
閣
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
問
題
・
労
働
・
連
帯
大
臣
に
任
命
さ
れ
る
。
彼
が
こ
の
政
府
の
間
に
行
っ
た
年
金
制
度
改
革
は

フ
ィ
ヨ
ン
法
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
一
部
か
ら
は
大
き
な
反
発
を
買
っ
た
（LLC

 2010a

）。

ま
た
、
二
〇
〇
四
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
高
等
教
育
・
研
究
大
臣
に
任
命
さ
れ
、
バ
カ
ロ
レ
ア
の
改
革
を
含
む
フ
ィ
ヨ
ン
教
育
法
を
制
定
す

る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
当
時
の
大
き
な
社
会
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
り
、
フ
ィ
ヨ
ン
は
一
時
国
政
か
ら
身
を
引
く
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
、
フ
ィ
ヨ
ン
は
有
力
な
保
守
派
の
候
補
で
あ
る
サ
ル
コ
ジ
と
連
携
す
る
）
2
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
吉
田
徹
に
よ
れ
ば
、
シ
ラ
ク
政
権
は

二
〇
〇
二
年
の
時
点
で
既
に
支
持
率
を
低
下
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
シ
ラ
ク
に
従
う
こ
と
は
、
既
に
大
統
領
選
の
準
備
を
始
め
て
い
た
サ
ル
コ

ジ
に
と
っ
て
得
策
で
は
な
か
っ
た
。

「
…
…
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
の
統
治
制
度
に
お
い
て
、
首
相
を
は
じ
め
と
す
る
閣
僚
は
大
統
領
の
『
盾
』
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
が

要
請
さ
れ
る
。
サ
ル
コ
ジ
は
シ
ラ
ク
の
盾
と
し
て
使
い
捨
て
ら
れ
る
こ
と
を
巧
妙
に
回
避
す
る
必
要
が
あ
っ
た
」
わ
け
で
あ
る
（
吉
田　

二
〇
〇
七
）。
そ
し
て
、
そ
の
意
図
は
史
上
最
年
少
で
国
政
入
り
を
果
た
し
た
フ
ィ
ヨ
ン
に
も
相
通
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る

（LLC
 2010b

）。
フ
ィ
ヨ
ン
は
、
サ
ル
コ
ジ
の
選
挙
準
備
に
協
力
し
、
既
に
二
〇
〇
七
年
一
月
の
段
階
で
は
、
サ
ル
コ
ジ
が
大
統
領
に
当
選

し
た
場
合
に
フ
ィ
ヨ
ン
を
首
相
に
任
命
す
る
こ
と
を
言
い
渡
さ
れ
た
と
さ
れ
る
）
3
（

。

つ
ま
り
、
も
ち
ろ
ん
第
五
共
和
制
の
公
式
な
制
度
上
の
拘
束
（
強
化
さ
れ
た
大
統
領
権
限
）
が
フ
ラ
ン
ス
の
政
権
交
渉
の
「
時
間
」
を
決

定
し
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
そ
の
よ
う
な
政
治
制
度
の
影
響
に
起
因
し
た
、
フ
ィ
ヨ
ン
自
身
の
ポ
ス
ト
志
向
行
動
が
見
出

さ
れ
る
こ
と
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

一
︱
二　
ド
イ
ツ

ド
イ
ツ
の
メ
ル
ケ
ル
政
権
は
、
政
権
形
成
に
至
る
ま
で
六
〇
日
と
い
う
時
間
を
要
し
た
。「
政
治
的
空
白
」
が
、
ベ
ル
ギ
ー
ほ
ど
長
く
な
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く
と
も
、
二
か
月
に
亙
る
と
い
う
事
態
は
、
正
常
な
状
態
で
あ
る
と
は
い
え
ま
い
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
時
間
が
必
要
だ
っ
た
の
か
。

（
一
） 

分
権
的
、
す
な
わ
ち
連
邦
制
か
否
か
。
ド
イ
ツ
は
連
邦
制
国
家
で
あ
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
と
比
べ
地
方
ア
ク
タ
ー
の
政
治
的
役
割

が
重
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
政
権
形
成
交
渉
に
は
時
間
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
） 
ド
イ
ツ
も
フ
ラ
ン
ス
と
同
様
に
、
ベ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
形
で
の
信
任
投
票
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
の
た
め
選
挙
結
果
が
、
政
権
、

首
班
の
決
定
を
左
右
す
る
）
4
（

。

（
三
） 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
元
首
（
大
統
領
）
の
政
治
的
役
割
は
形
式
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
全
く
実
質
的
な
権
限
を
持
た
ず
、

議
会
決
定
を
追
認
す
る
程
度
の
権
限
し
か
有
し
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
、
選
挙
結
果
に
よ
っ
て
政
権
形
成
に
要
す
る
「
時
間
」
が

決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
四
） 

政
党
シ
ス
テ
ム
の
破
片
化
の
程
度
。
二
〇
〇
五
年
の
連
邦
議
会
選
挙
の
結
果
は
表
3
の
と
お
り
で
あ
る
。
破
片
化
の
程
度
は
従
来

よ
り
も
若
干
高
ま
っ
て
い
る
が
、
二
大
既
成
政
党
（
C
D
U
／
C
S
U
と
S
P
D
）
の
優
位
は
変
わ
ら
な
い
。

ド
イ
ツ
の
場
合
、
連
邦
制
度
導
入
に
よ
っ
て
政
治
的
ア
ク
タ
ー
の
権
限
が
分
散
し
て
い
る
が
、
議
会
の
破
片
化
の
程
度
は
相
対
的
に
低

く
、
さ
ら
に
国
家
元
首
の
権
限
が
相
対
的
に
弱
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
と
比
べ
れ
ば
、
各
条
件
が
作
用
す
る
方
向
が
複
雑
で
あ

る
た
め
、
こ
こ
で
ド
イ
ツ
固
有
の
文
脈
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

小
野
耕
二
に
よ
れ
ば
、
メ
ル
ケ
ル
政
権
成
立
前
の
連
邦
議
会
選
挙
は
、
前
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
政
権
（
S
P
D
）
の
失
敗
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
少
子
高
齢
化
へ
の
対
応
策
と
し
て
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
政
権
が
二
〇
〇
三
年
に
提
示
し
た
新
自
由

主
義
的
改
革
構
想
「
ア
ジ
ェ
ン
ダ
二
〇
一
〇
）
5
（

」
が
労
働
組
合
に
不
人
気
で
あ
っ
た
た
め
に
、
S
P
D
政
権
は
そ
の
後
の
州
議
会
選
挙
で
敗

北
し
続
け
た
。
そ
の
た
め
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
二
〇
〇
五
年
に
議
会
の
解
散
を
宣
言
し
、
改
め
て
民
意
に
問
う
こ
と
を
決
断
し
た
。

他
方
で
C
D
U
／
C
S
U
の
側
は
メ
ル
ケ
ル
を
党
首
と
し
て
選
挙
の
準
備
を
進
め
て
い
た
）
6
（

。
し
か
し
、
S
P
D
の
支
持
が
下
降
す
る

な
か
で
、
C
D
U
／
C
S
U
は
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
政
権
の
業
績
を
論
点
と
せ
ず
、
自
ら
の
統
治
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
7
（

（
増
税
の
是
非
）
を
論
点
と
し
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て
選
挙
戦
を
展
開
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
抗
し
て
S
P
D
は
、
C
D
U
／

C
S
U
を
「
社
会
的
国
家
か
ら
の
離
反
」
と
呼
び
、
さ
ら
に
自
ら
を
「
社
会

的
公
正
」
と
呼
び
な
お
し
、
ド
イ
ツ
型
「
社
会
国
家
」
の
擁
護
者
で
あ
る
と
再

定
義
し
た
。
こ
う
し
た
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
、
圧
倒
的
に
有
利
と
さ
れ
た

C
D
U
／
C
S
U
の
票
を
最
後
に
切
り
崩
し
た
。
得
票
率
の
差
は
先
の
表
3

に
示
す
よ
う
に
、
わ
ず
か
に
一
％
で
あ
り
、「
勝
者
な
き
選
挙
」
と
呼
ば
れ
る

結
果
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
小
野　

二
〇
〇
七
）。

第
一
党
と
な
っ
た
C
D
U
／
C
S
U
は
、
ま
ず
政
策
的
に
最
も
近
い
と
さ

れ
る
F
D
P
と
の
連
立
を
模
索
す
る
が
、
両
党
の
議
席
数
を
合
わ
せ
て
も
ま

だ
過
半
数
に
及
ば
な
い
。
次
に
同
盟
90
／
緑
の
党
、
及
び
左
翼
党
と
連
立
協
議

を
行
う
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
C
D
U
や
F
D
P
と
同
盟
90
／
緑
の
党
と
の

主
に
経
済
政
策
上
で
の
隔
た
り
は
大
き
く
、
交
渉
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
こ
の

た
め
、
C
D
U
／
C
S
U
が
首
相
ポ
ス
ト
を
取
る
一
方
で
、
S
P
D
が
外
相
、

財
相
や
労
働
・
社
会
相
等
の
重
要
ポ
ス
ト
を
取
る
こ
と
で
妥
協
が
成
立
し
、

二
〇
〇
五
年
一
一
月
二
二
日
に
メ
ル
ケ
ル
C
D
U
党
首
を
首
相
と
す
る
大
連

立
政
権
が
成
立
し
た
。

つ
ま
り
、
戦
後
ド
イ
ツ
政
治
を
牽
引
し
て
き
た
二
つ
の
既
成
政
党
が
そ
の

戦
略
ミ
ス
も
あ
っ
て
支
持
率
を
低
下
さ
せ
、
偶
然
に
も
ほ
ぼ
同
等
の
議
席
数

で
あ
っ
た
こ
と
が
、
今
回
の
政
権
選
択
の
時
間
を
長
引
か
せ
た
大
き
な
要
因

会　派　名 議席

ドイツキリスト教民主同盟・キリスト教社会同盟（CDU／CSU） 226

ドイツ社会民主党（SPD） 222

自由民主党（FDP） 61

左翼党（Linke） 54

同盟90／緑の党（B90／Grüne） 51

合　　計 614

表3　2005年ドイツ連邦議会

出典：外務省HPより。
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で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
議
席
数
を
見
れ
ば
、
C
D
U
／
C
S
U
と
S
P
D
の
大
連
立
に
向
か
う
こ
と
は
容
易
に
予
想
で
き
る
が
、

歴
史
的
に
見
れ
ば
そ
れ
は
稀
有
な
現
象
で
あ
り
（
六
〇
年
代
後
半
に
三
年
の
み
存
在
し
た
）、
そ
の
合
意
形
成
交
渉
に
「
時
間
」
を
要
し
た

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
状
況
を
見
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、
議
会
内
状
況
、
す
な
わ
ち
先
の
条
件
（
四
）
破
片
化
の

程
度
の
重
要
性
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
と
異
な
り
元
首
の
権
限
が
弱
く
、
そ
の
た
め
政
権
形
成
交
渉
は
選
挙
結
果
に
多
く
左

右
さ
れ
る
。
殊
に
既
成
政
党
が
と
も
に
支
持
を
落
と
し
て
い
る
よ
う
な
政
治
的
文
脈
、
政
治
不
信
の
状
況
に
お
い
て
は
、
例
外
的
な
組
み
合

わ
せ
が
模
索
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
従
来
よ
り
も
「
時
間
」
を
費
や
す
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。

こ
こ
で
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
状
況
か
ら
、
政
権
形
成
に
要
す
る
「
時
間
」
に
つ
い
て
、
仮
説
的
な
類
型
を
い
っ
た
ん
提
示
し
て
お
き
た

い
。
そ
の
上
で
ベ
ル
ギ
ー
の
状
況
を
詳
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ベ
ル
ギ
ー
政
治
の
特
異
性
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

一
︱
三　
小
括

フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
政
権
形
成
過
程
を
比
較
す
る
と
、
政
権
形
成
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
は
二
つ
の
次
元
に
分
類
で
き
る
。
第

一
に
、
元
首
の
有
す
る
首
相
の
任
命
権
が
実
質
的
か
否
か
。
第
二
に
、
そ
れ
が
弱
い
な
い
し
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
議
会
の

破
片
化
が
ど
の
程
度
か
。
こ
の
二
つ
の
次
元
を
組
み
合
わ
せ
て
事
例
を
当
て
は
め
る
と
、
仮
説
的
に
図
1
の
よ
う
な
マ
ト
リ
ク
ス
が
で
き
あ

が
る
。
こ
の
図
の
含
意
は
本
稿
の
最
後
に
再
び
記
す
こ
と
と
し
た
い
。
以
下
で
は
ベ
ル
ギ
ー
の
分
裂
危
機
の
過
程
を
検
討
す
る
。
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二　

ベ
ル
ギ
ー
の
二
〇
〇
七
年
「
分
裂
危
機
」

ま
ず
は
条
件
を
比
較
し
た
い
。

（
一
） 

分
権
的
、
す
な
わ
ち
連
邦
制
か
否
か
。
ベ
ル
ギ
ー
は
一
九
九
三

年
以
降
連
邦
制
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
ド
イ
ツ
型
で
あ
る
。
そ
の

た
め
政
権
形
成
交
渉
に
は
時
間
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
） 

ベ
ル
ギ
ー
は
前
述
の
と
お
り
、
政
権
の
成
立
に
際
し
て
首
相

（
候
補
）
の
施
政
方
針
演
説
を
経
て
上
下
院
の
信
任
投
票
が
付
さ
れ
る
。

そ
こ
で
否
決
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
選
挙
後
の
交
渉
の
な
か
で
施

政
方
針
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
間
で
の
話

し
合
い
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
施
政
方
針
が
ま
と
ま
る
た
め
の
「
時

間
」
が
必
要
に
な
る
。
こ
と
に
破
片
化
し
た
議
会
に
お
い
て
そ
の
時
間
が

長
く
な
る
こ
と
は
直
感
的
に
理
解
で
き
る
。

（
三
） 
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
元
首
（
国
王
）
の
政
治
的
役
割
は
、
前
回

に
詳
し
く
述
べ
た
と
お
り
複
雑
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
首
相
任
命
権
、
閣
僚

任
命
権
を
直
接
、
実
質
的
に
持
た
な
い
が
、
そ
の
候
補
を
指
名
し
、
諮
問

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
力
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
比
較
の
上
で
は
フ

短

強
破片化

強
国家元首の権限

弱

弱

フランス

長

ドイツ

図1　政権形成に要する「時間」の決定因（仮説）
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ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
間
に
位
置
す
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、「
諮
問
」
に
よ
っ
て
形
成
過
程

は
煩
雑
と
な
り
、「
時
間
」
を
必
要
と
す
る
。

（
四
）
政
党
シ
ス
テ
ム
の
破
片
化
の
程
度
。

連
邦
化
以
降
、
基
本
的
に
、
選
挙
区
は
大
き

く
ワ
ロ
ン
と
フ
ラ
マ
ン
と
に
分
断
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
で
選
挙
が
行
わ
れ
る
。
そ
の

た
め
国
政
レ
ベ
ル
で
見
れ
ば
、
政
党
数
は
極

め
て
多
く
な
る
。
状
況
を
表
4
に
記
す
。

こ
う
し
て
見
れ
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
は
主
要
な

要
素
が
す
べ
て
政
権
形
成
交
渉
を
長
引
か
せ

る
方
向
に
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
比
較
の
上
で
そ
の
要
因
を
確
定
さ
せ

る
た
め
に
、
以
下
で
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
見

て
い
こ
う
。

フラマン

政　党 特　徴（主張） 議席

CVD／NV-A キリ民（分権化　弱）／キリ民系民族主義（分権化　強） 26／4

VB 極右（フラマン独立、移民排斥） 17

Sp.a／SRIRIT
社会党　旧与党（ベルギー統一）／社民系民族主義（分
権化） 14

VLD フラマン自由党　旧与党（同上） 18

Groen! 環境政党（経済問題） 4

他 ※LDD（自由党からの分派、新党、反政府） 5

ワロン

政　党 特　徴（主張） 議席

PS ワロン社民　旧与党（統一維持）※政治汚職発覚 20

MR ワロン自由党、旧与党（統一維持） 23

CDH ワロンキリ民（統一維持、BHVの解決） 10

Ecolo ワロン環境政党（経済問題） 8

他 FN（ワロンにおける移民排斥） 1

表4　2007年6月のベルギーの議会状況

出典：松尾 2010 a.
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二
︱
一　
ベ
ル
ギ
ー
の
政
権
形
成
過
程

以
上
の
よ
う
な
選
挙
結
果
を
得
て
、
国
王
は
情
報
提
供
者
）
8
（

に
自
由
党
の
デ
ィ
デ
ィ
エ
・
ラ
イ
ン
デ
ル
を
指
名
し
た
。
彼
は
各
界
の
主
要
な

人
物
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
次
政
権
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
に
つ
い
て
情
報
を
収
集
し
た
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
意
見
は
ま
と
ま
ら
ず
、
と

り
あ
え
ず
「
自
由
・
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
（
以
下
「
キ
リ
民
」）
政
党
の
連
合
が
好
ま
し
い
」
と
国
王
に
報
告
し
た
）
9
（

。

そ
れ
を
受
け
て
元
首
相
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・
リ
ュ
ク
・
デ
ハ
ー
ネ
が
「
調
停
者
」
に
指
名
さ
れ
る
。
時
折
指
名
さ
れ
る
「
調
停
者
」
は
、
意

見
が
一
本
化
し
な
い
場
合
に
、
各
界
の
意
見
を
調
整
す
る
役
割
を
担
う
。
し
か
し
結
論
は
出
ず
、
彼
は
期
限
ぎ
り
ぎ
り
の
七
月
一
五
日
に

「
自
由
・
キ
リ
民
連
合
」
を
支
持
す
る
と
い
う
報
告
を
提
出
す
る
）
10
（

。

結
局
、
国
王
は
、
第
一
党
の
C
D
V
党
首
で
あ
る
イ
ヴ
・
ル
テ
ル
ム
を
実
質
的
な
首
相
候
補
で
あ
る
「
組
閣
担
当
者
」
に
指
名
す
る
。

ル
テ
ル
ム
は
七
月
二
三
日
に
施
政
方
針
案
を
提
出
す
る
が
、
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
に
彼
自
身
が
民
族
主
義
的
発
言
を
繰
り
返
し
て
き

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
案
に
は
選
挙
の
争
点
で
あ
っ
た
社
会
保
障
分
権
化
（
後
述
）
に
対
す
る
方
針
が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ル
テ
ル
ム

の
真
意
は
定
か
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
多
極
共
存
型
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
、
危
機
的
状
況
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
「
非
政
治
化
」
戦
略

﹇
決
定
的
な
争
点
を
「
凍
結
」
す
る
こ
と
で
危
機
的
な
政
局
を
乗
り
切
る
手
法
﹈
と
も
思
わ
れ
る
）
11
（

。

し
か
し
こ
こ
で
の
ル
テ
ル
ム
の
行
動
は
、
逆
に
フ
ラ
マ
ン
の
み
な
ら
ず
、
ワ
ロ
ン
側
か
ら
も
格
好
の
標
的
と
な
っ
た
。
ワ
ロ
ン
側
は
一
斉

に
「
ル
テ
ル
ム
の
嘘
歌
」「﹇
C
D
V
選
挙
リ
ス
ト
の
な
か
で
、
ル
テ
ル
ム
個
人
に
投
票
し
た
﹈
八
〇
万
人
の
フ
ラ
マ
ン
市
民
に
嘘
を
つ
い

た
」
と
反
発
し
た
）
12
（

。
そ
れ
に
対
し
て
ル
テ
ル
ム
は
「
こ
ん
な
馬
鹿
馬
鹿
し
い
こ
と
よ
り
も
や
る
べ
き
こ
と
は
あ
る
」
な
ど
と
発
言
し
て
い

る
）
13
（

。
つ
ま
り
政
権
形
成
交
渉
に
入
る
段
階
か
ら
、
ル
テ
ル
ム
は
組
閣
担
当
者
（
首
相
候
補
）
と
し
て
、
信
任
を
失
っ
て
い
た
。
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そ
の
後
の
二
〇
〇
七
年
八
月
の
交
渉
過
程
で
は
、
N
V
―
A
（
フ
ラ
マ
ン
）
の
バ
ル
ト
・
デ
・
ヴ
ェ
フ
ェ
ー
ル
と
C
D
H
（
ワ
ロ
ン
）
の

ジ
ョ
エ
ル
・
ミ
ル
ケ
が
分
権
化
を
め
ぐ
り
対
立
し
難
航
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
フ
ラ
マ
ン
が
順
調
に
経
済
成
長
を
続
け
る
な
か
で
、

ワ
ロ
ン
の
経
済
は
低
迷
し
、
社
会
保
障
の
点
か
ら
い
え
ば
、
豊
か
な
フ
ラ
マ
ン
市
民
が
貧
し
い
ワ
ロ
ン
の
失
業
者
を
支
え
て
い
る
状
況
に
あ

る
。
こ
の
点
を
フ
ラ
マ
ン
諸
政
党
が
問
題
視
し
た
（
松
尾　

二
〇
一
〇
d
）。
分
権
化
を
主
張
す
る
前
者
を
後
者
は
拒
絶
し
、
ミ
ル
ケ
は
フ

ラ
マ
ン
市
民
か
ら
「
マ
ダ
ム
・
ノ
ン
」
と
揶
揄
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
と
に
八
月
半
ば
に
は
、
分
権
化
を
拒
否
す
る
ワ
ロ
ン
側
政
治
家
、

有
識
者
が
強
硬
化
し
、「
二
言
語
主
義
の
拒
絶
﹇
フ
ラ
ン
ス
語
の
み
の
公
用
化
﹈」
な
ど
「
フ
ラ
マ
ン
政
党
に
支
配
さ
れ
る
ベ
ル
ギ
ー
」
を
否

定
す
る
発
言
が
相
次
い
だ
）
14
（

。

さ
ら
に
ル
テ
ル
ム
と
国
王
が
こ
の
間
三
度
相
談
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
ワ
ロ
ン
側
か
ら
「
国
王
に
政
治
介
入
さ
せ
た
」
と
批
判
が
な

さ
れ
、
結
局
こ
こ
で
ル
テ
ル
ム
は
一
度
組
閣
を
断
念
す
る
）
15
（

。

同
日
の
フ
ラ
マ
ン
系
T
V
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
四
五
％
の
フ
ラ
マ
ン
人
が
独
立
を
支
持
す
る
結
果
が
公
表
さ
れ
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ

う
に
ベ
ル
ギ
ー
は
分
割
す
る
べ
き
だ
、
な
ど
と
の
公
式
発
言
が
一
部
政
治
家
か
ら
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
16
（

。

そ
の
後
、
国
王
が
二
七
日
に
は
旧
閣
僚
経
験
者
を
召
集
し
、
下
院
議
長
で
あ
る
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ロ
ン
パ
イ
を
「
調
停
者
」
に
任
命

し
た
。
い
っ
た
ん
フ
ァ
ン
・
ロ
ン
パ
イ
が
交
渉
役
に
指
名
さ
れ
た
と
き
は
、
彼
は
学
者
肌
の
人
物
で
あ
り
、
ル
テ
ル
ム
の
よ
う
な
扇
動
家
の

イ
メ
ー
ジ
は
な
く
、
ワ
ロ
ン
側
に
も
適
任
だ
と
支
持
さ
れ
て
い
た
）
17
（

。
し
か
し
、
不
幸
な
こ
と
に
、
こ
の
時
期
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
周
辺
を
コ
ー

ス
と
す
る
サ
イ
ク
リ
ン
グ
・
イ
ベ
ン
ト
の
直
前
で
あ
っ
た
。
こ
の
レ
ー
ス
は
、
し
ば
し
ば
言
語
紛
争
が
政
治
化
す
る
契
機
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
オ
ラ
ン
ダ
語
圏
に
も
か
か
わ
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
語
住
民
が
多
く
住
む
地
区
を
通
り
す
ぎ
る
た
め
、
周
辺
地
区
の
言
語
状
況
が
ニ
ュ
ー
ス
な

ど
の
映
像
上
浮
き
彫
り
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
マ
ン
側
、
特
に
民
族
主
義
的
政
党
は
、
一
斉
に
周
辺
地
区
の
言
語
問
題
﹇
詳
し
く
は
、

松
尾　

二
〇
一
〇
c
﹈
を
政
治
的
課
題
と
し
て
掲
げ
、「
こ
れ
が
﹇
統
一
ベ
ル
ギ
ー
で
行
わ
れ
る
﹈
最
後
の
レ
ー
ス
だ
」
と
主
張
す
る
よ
う

に
な
っ
た
）
18
（

。
こ
の
た
め
交
渉
は
ま
と
ま
ら
ず
、
フ
ァ
ン
・
ロ
ン
パ
イ
は
調
停
を
休
止
す
る
）
19
（

。
こ
の
フ
ァ
ン
・
ロ
ン
パ
イ
の
休
止
後
、
ワ
ロ
ン
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政
府
、
フ
ラ
マ
ン
政
府
は
独
自
の
動
き
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
、
九
月
一
四
日
に
は
V
B
が
フ
ラ
マ
ン
独
立
の
た
め
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
を
主
張
す
る
）
20
（

。
さ
ら
に
同
日
、
ル
テ
ル
ム
は
、
子
供

用
教
育
T
V
番
組
で
「
学
校
さ
え
作
れ
ば
﹇
そ
の
予
算
だ
け
フ
ラ
マ
ン
が
拠
出
す
れ
ば
﹈
ワ
ロ
ン
は
分
権
化
に
賛
成
す
る
」
と
発
言
し
、

こ
れ
が
ワ
ロ
ン
と
フ
ラ
マ
ン
の
対
立
を
一
層
煽
る
こ
と
と
な
っ
た
。
他
方
で
九
月
一
七
日
に
は
、
ワ
ロ
ン
政
府
が
独
自
の
経
済
政
策
を
発
表

す
る
よ
う
に
な
る
。
後
に
フ
ラ
マ
ン
政
府
側
も
独
自
の
動
き
を
見
せ
、
B
H
V
の
分
割
決
議
を
通
そ
う
と
し
た
）
21
（

。

こ
の
こ
ろ
、
マ
ス
コ
ミ
、
世
論
で
は
、
交
渉
の
長
期
化
に
対
す
る
不
満
が
勃
発
し
、「
政
治
家
は
誰
も
尊
敬
で
き
な
い
」、「﹇
選
挙
で
支
持

を
落
と
し
、
政
権
交
渉
か
ら
は
ず
れ
る
と
宣
言
し
て
い
た
﹈
社
会
党
が
交
渉
に
入
ら
な
い
の
が
お
か
し
い
」、「
ベ
ル
ギ
ー
分
裂
の
場
合
の
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
の
シ
ナ
リ
オ
を
問
う
」、
さ
ら
に
は
「
E
U
が
財
政
の
縛
り
を
設
け
て
い
る
か
ら
い
け
な
い
」
と
い
う
意
見
ま
で
登
場
し
、
批

判
と
議
論
の
範
囲
が
広
が
り
収
拾
が
つ
か
な
い
状
況
に
陥
る
）
22
（

。

こ
う
し
た
社
会
的
混
乱
を
受
け
て
、
こ
こ
ま
で
政
権
交
渉
か
ら
は
ず
れ
て
い
た
社
会
党
が
交
渉
に
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
社
会
党
は

「
言
語
」
以
外
の
政
策
に
よ
る
組
閣
を
要
求
し
、
そ
れ
を
フ
ラ
マ
ン
側
も
認
め
、
国
王
は
再
び
第
一
党
の
ル
テ
ル
ム
を
組
閣
担
当
者
に
指
名

し
、
連
立
形
成
交
渉
第
二
ラ
ウ
ン
ド
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
ル
テ
ル
ム
で
あ
っ
た
の
か
。
国
王
の
意
図
は
明
確
で
な
い
が
、

フ
ァ
ン
・
ロ
ン
パ
イ
が
、
失
敗
の
危
険
性
を
覚
悟
し
な
が
ら
も
、
分
権
化
改
革
を
C
D
V
主
導
で
進
め
よ
う
と
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
）
23
（

。

し
か
し
、
一
度
信
頼
を
失
っ
た
ル
テ
ル
ム
に
よ
る
連
立
交
渉
で
あ
る
。
さ
ら
に
事
態
は
混
乱
し
た
。
一
一
月
七
日
、
下
院
内
務
委
員
会

長
、
ピ
エ
ト
ル
・
デ
・
ク
レ
ム
が
フ
ラ
マ
ン
議
会
で
の
周
辺
地
区
の
一
方
的
解
決
案
可
決
を
進
め
る
。
ワ
ロ
ン
系
議
会
は
拒
否
権
を
発
動
す

る
が
、
さ
ら
に
フ
ラ
マ
ン
系
政
党
の
反
発
を
煽
っ
た
。

国
王
は
、
一
一
月
一
二
日
か
ら
「
国
家
改
革
有
識
者
会
議
」、
つ
ま
り
こ
の
問
題
を
継
続
的
に
検
討
す
る
委
員
会
を
設
立
す
る
こ
と
を
条

件
に
、
自
ら
各
方
面
に
支
持
を
取
り
付
け
る
。
こ
う
し
た
暫
定
委
員
会
の
設
立
は
、
一
時
的
な
危
機
回
避
の
方
法
と
し
て
し
ば
し
ば
ベ
ル

ギ
ー
で
用
い
ら
れ
て
き
た
「
非
政
治
化
」
策
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
期
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
周
辺
地
区
の
市
政
レ
ベ
ル
で
混
乱
が
生
じ
て
い
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た
。
周
辺
地
区
で
フ
ラ
ン
ス
語
住
民
に
支
持
さ
れ
た
市
長
三
名
を
、
そ
れ
を
管
轄
す
る
フ
ラ
マ
ン
政
府
が
解
任
し
、
そ
れ
に
反
発
す
る
デ
モ

な
ど
が
生
じ
た
の
で
あ
る
）
24
（

。
こ
う
し
た
社
会
不
安
が
、
政
治
的
解
決
を
急
が
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
自

由
・
キ
リ
民
連
合
成
立
の
た
め
、
ル
テ
ル
ム
は
結
論
を
急
ぎ
、
分
権
化
改
革
を
行
う
べ
き
か
否
か
を
対
象
政
党
に
問
う
た
。
し
か
し
、
こ
の

ル
テ
ル
ム
の
問
い
か
け
に
、
ど
の
政
党
も
回
答
せ
ず
、
結
局
ル
テ
ル
ム
は
組
閣
担
当
者
を
再
び
辞
任
す
る
こ
と
と
な
る
）
25
（

。
結
果
的
に
次
年
度

予
算
の
決
ま
ら
ぬ
な
か
で
、
国
王
は
一
二
月
に
前
首
相
、
ヒ
ー
・
フ
ェ
ル
ホ
フ
ス
タ
ッ
ト
を
組
閣
担
当
者
に
指
名
し
、
急
ピ
ッ
チ
で
暫
定
内

閣
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
）
26
（

。

こ
う
し
て
見
る
と
、
ベ
ル
ギ
ー
の
政
権
形
成
の
長
期
化
は
、
言
語
問
題
と
い
う
複
雑
な
問
題
を
置
い
て
お
け
ば
、
制
度
上
の
問
題
に
も
、

つ
ま
り
国
王
の
政
治
的
介
入
の
あ
り
方
に
も
原
因
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
候
補
者
」
を
指
名
し
「
諮
問
」
を
義
務
づ
け
る
こ
と
で
政

治
に
介
入
し
、「
時
間
」
を
延
ば
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
先
の
仮
説
的
マ
ト
リ
ク
ス
を
用
い
て
、
今
号
の
議
論
を
小
括
す
る
。

三　

小
括
と
補
論

こ
こ
ま
で
の
議
論
で
明
ら
か
な
と
お
り
、
ベ
ル
ギ
ー
の
政
権
形
成
の
長
期
化
は
、
国
王
と
議
会
の
間
の
微
妙
な
関
係
に
起
因
し
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
元
首
が
実
質
的
な
任
命
権
を
有
し
て
い
る
場
合
（
フ
ラ
ン
ス
）
か
、
も
し
く
は
形
式
的
な
任
命
権
し
か
な
く
議

会
主
導
で
政
府
を
決
定
で
き
る
場
合
（
ド
イ
ツ
）
は
、
こ
こ
ま
で
の
空
白
は
生
ま
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
単
純
化
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
と

ド
イ
ツ
の
中
間
に
位
置
す
る
よ
う
な
、
非
公
式
な
国
王
の
権
限
が
、
政
権
形
成
の
「
時
間
」
を
長
期
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
何
度
も
候
補
者

等
を
任
命
し
、
そ
の
都
度
諮
問
さ
せ
る
慣
例
が
長
期
化
の
原
因
で
あ
り
、
ま
た
二
〇
〇
七
年
の
分
裂
危
機
の
制
度
的
遠
因
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
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先
の
マ
ト
リ
ク
ス
上
に
ベ
ル
ギ
ー
を
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
相
対
化
の
た

め
に
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
を
改
め
て
位
置
づ
け
る
と
、
図
2
の
よ
う
に
な

る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
元
首
の
権
限
と
破
片
化
の
程
度
と
い
う
二
次
元
で
マ
ト
リ
ク

ス
を
構
成
し
た
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
制
度
の
下
で
は
、
破
片
化
の

影
響
を
受
け
な
い
。
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
場
合
は
、
破
片
化
の
程
度
、
そ
れ

を
生
み
出
し
た
文
脈
に
左
右
さ
れ
て
、
政
権
形
成
の
時
間
が
左
右
さ
れ

る
。
ベ
ル
ギ
ー
の
よ
う
に
破
片
化
の
程
度
が
強
い
場
合
は
、
政
権
形
成
は

長
期
化
す
る
。
さ
ら
に
議
会
の
権
限
と
国
王
の
権
限
の
関
係
が
一
定
せ

ず
、
状
況
依
存
的
で
あ
る
た
め
、
政
権
形
成
が
一
層
長
期
化
す
る
の
で
あ

る
。こ

れ
は
、
も
う
少
し
大
き
く
捉
え
れ
ば
、「
国
家
と
市
民
（
社
会
）」
の

関
係
に
抵
触
す
る
重
要
な
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
は
続
稿

に
お
い
て
（
問
い
二
）
を
検
討
す
る
な
か
で
触
れ
て
い
く
こ
と
と
し
た

い
。二

〇
一
〇
年
六
月
総
選
挙
以
降
の
ベ
ル
ギ
ー
は
、
前
述
の
と
お
り
、
再

び
長
期
に
亙
り
政
権
が
組
め
て
い
な
い
。
国
王
は
フ
ラ
マ
ン
主
義
の
高
揚

の
危
険
性
を
考
慮
し
、
ま
だ
組
閣
担
当
者
を
指
名
せ
ず
、「
組
閣
担
当
準

備
者
」
な
る
役
職
を
登
場
さ
せ
た
。
慎
重
さ
は
必
要
で
あ
る
が
、
他
方
で

長

強
破片化

強
国家元首の権限

弱

弱

ベルギー

中

ドイツ

短 フランス

図2　政権形成に要する「時間」の決定因
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そ
れ
に
よ
っ
て
政
治
が
停
滞
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
今
回
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

も
ち
ろ
ん
政
権
形
成
の
長
期
化
が
常
に
危
機
を
導
く
わ
け
で
は
な
い
。
次
回
は
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
後
の
状
況
が
も
う
少
し
明
確
に
な
っ

て
か
ら
、
そ
の
状
況
を
加
味
し
て
、
第
二
の
問
い
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金　

基
盤
（
C
）
平
成
二
一
年
度
採
択
課
題
「
時
間
の
比
較
政
治
学
――
合
意
形
成
の
コ
ス
ト
」（
研
究
代
表
者　

松
尾
秀
哉
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
続
く
）

　
　
　
注

（
1
） 

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
信
任
投
票
制
度
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
信
任
投
票
は
、
保
革
共
存
（
コ
ア
ビ
タ
シ
オ
ン
）
時
を
除
け
ば
、

法
案
の
可
決
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
る
。

（
2
） 

サ
ル
コ
ジ
と
シ
ラ
ク
の
複
雑
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
国
末
憲
人
（
二
〇
〇
九
）、
一
五
五
―
一
六
〇
ペ
ー
ジ
。

（
3
） Politique.net. 2010.12.3.  http://w

w
w

.politique.net/francois-fillon.htm

（
4
） 

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法　

第
六
三
条
。

（
5
） 

就
業
促
進
を
目
的
と
し
た
失
業
手
当
の
給
付
期
間
の
短
縮
、
失
業
補
助
の
削
減
、
健
康
保
険
に
お
け
る
被
用
者
負
担
の
増
大
な
ど
か
ら
な
る
。

（
6
） 

近
藤
潤
三
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
二
年
の
時
点
で
メ
ル
ケ
ル
の
党
内
支
持
は
盤
石
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
詳
し
く
は
続
稿
で
触
れ
た
い
（
近
藤　

二
〇
〇
七
）。
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275 時間の比較政治学̶̶ 合意形成のジレンマ（2）

（
7
） 

付
加
価
値
税
の
増
税
な
ど
を
含
む
新
自
由
主
義
的
な
政
策
。

（
8
） 
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
時
間
の
比
較
政
治
学
――
合
意
形
成
の
ジ
レ
ン
マ
（
一
）」『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
四
七
号
、
三
七
三
―

三
八
七
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。

（
9
） Le Soir 05/07/2007.

（
10
） Le Soir 16/07/2007.  

デ
ハ
ー
ネ
は
「
自
由
・
キ
リ
民
連
合
」
を
支
持
し
て
は
い
る
が
、「
す
べ
て
の
障
害
が
除
去
さ
れ
た
わ
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
ま
っ
た
く
そ
の
逆
だ
」
と
発
言
し
て
い
る
。
一
時
的
な
案
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
11
） Lijphart, A

rend
（1968

）, T
he Politics of A

ccom
m

odation, B
erkley; U

niversity of C
alifornia Press, pp. 134

―138.

（
12
） Le Soir 23/07/2007.

（
13
） Ibid.

（
14
） Le Soir 16/08/2007. 

に
よ
る
ミ
シ
ェ
ル
・
デ
ュ
ム
ラ
ン
の
発
言
。

（
15
） Le Soir 25/08/2007.

（
16
） Ibid.

（
17
） Le Soir 30/08/2007.

（
18
） D

e Standaard

に
よ
れ
ば
、22-23/08/2007 
あ
た
り
か
ら
、
周
辺
地
区
の
言
語
問
題
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
国
王
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
を
含
め

て
の
フ
ァ
ン
・
ロ
ン
パ
イ
の
登
用
で
あ
っ
た
。
こ
の
レ
ー
ス
は
、
こ
う
し
た
言
語
状
況
を
背
景
に
、
純
粋
な
レ
ー
ス
で
は
な
く
、
か
ね
て
か
ら
、

著
名
な
政
治
家
が
参
加
す
る
な
ど
、
政
治
的
ア
ピ
ー
ル
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。D

e Standaard 02/09/2007.

（
19
） Le Soir 03

―05/09/2007.

（
20
） Le Soir 06/09/2007.  

九
月
当
初
か
ら
そ
の
動
き
は
あ
っ
た
。

（
21
） D

e Standaard 07/11/2007.

（
22
） Le Soir 06

―07, 17/09/2007.

（
23
） Le Soir 25/09/2007.

（
24
） D

e Standaard 14/11/2007.

（
25
） D

e Standaard 01/12/2007.
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（
26
） 

フ
ェ
ル
ホ
フ
ス
タ
ッ
ト
は
就
任
後
の
二
〇
〇
八
年
一
月
九
日
に
「
私
の
役
割
は
ル
テ
ル
ム
﹇
政
権
成
立
﹈
を
手
伝
う
だ
け
で
あ
り
、
最
終
的
な

責
任
は
彼
（
ル
テ
ル
ム
当
時
副
首
相
）
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
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